
 

（様式１－３） 

白河市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

令和 3年 3月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 9 事業名 災害公営住宅家賃低廉化事業 事業番号 D－5－1 

交付団体 白河市 事業実施主体（直接/間接） 白河市（直接） 

総交付対象事業費 19,180（千円） 全体事業費 50,188（千円） 

事業概要 

 葉ノ木平地区で発生した地すべりは、住宅 13戸を飲み込み、津波被害を除き県内最大の人的被害（死者

13 名）をもたらした。また、地区内にある葉ノ木平市営住宅にも著しい被害が生じるなど、この地区の約

36％の建物が半壊以上の被害を受けた。 

 市内で最も被害が甚大であった同地区の復興を推進するためには、被災者がこの地域に戻り、安全で安心

して生活し、地域コミュニティが継続出来る環境整備を図ることが重要であることから、本地区に災害公営

住宅を整備するとともに家賃を低廉化することで、入居する被災者の生活再建を支援する。 

【事業概要】 

 ①近傍同種家賃に対して、入居者の収入に応じて低廉な家賃を設定し、災害公営住宅入居者の家賃負担 

の軽減を行う。 

②対象となる災害公営住宅 

   葉ノ木平災害公営住宅（白河市葉ノ木平地内、ＲＣ２階建、８戸用×2棟）  

【白河市震災復興計画における位置づけ】 

 ○第４章『基本理念 1 安心で安全な暮らしの確保』（P16） 

 ○第６章『基本目標 2 市民生活の再建』「主要施策２－２ 住宅の再建・確保」（P31） 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

（事業間流用による経費の変更）（平成 29年 1月 19日） 

平成 29年度事業費の確保のため、D-1-1 道路事業（市街地相互の接続道路等）薄葉向寺線より 9,877千円（国費：H25

予算 8,642千円）を流用。これにより、流用後交付対象事業費は 29,057千円（国費：25,423千円）となる。 

（事業間流用による経費の変更）（平成 30年 1月 17日） 

平成 30年度事業費の確保のため、D-1-1 道路事業（市街地相互の接続道路等）薄葉向寺線より 7,173千円（国費：H24

予算 582 千円、H25 予算 5,694 千円）、D-21-1 下水道事業より 1,959 千円（国費：H25 予算 668 千円、H26 予算 1,046 千

円）を流用。これにより、流用後交付対象事業費は 38,189千円（国費：33,413千円）となる。 

（事業間流用による経費の変更）（平成 31年 1月 11日） 

平成 27～31年度事業費の確保のため、D-4-1災害公営住宅整備事業（葉ノ木平）より 10,145千円（国費：H24予算 1,078

千円、H25 予算 7,085 千円、H26 予算 713 千円）、D-21-1 下水道事業より 619 千円（国費：H26 予算 542 千円）を流用。

これにより、流用後交付対象事業費は 48,953千円（国費：42,831千円）となる。 

（事業間流用による経費の変更）（令和 2年 1月 10日） 

平成 27～令和元年度事業費の確保のため、D-4-1災害公営住宅整備事業（葉ノ木平）より 489千円（国費：H26予算 427

千円）を流用。これにより、流用後交付金対象事業費は 49,442千円（国費：43,258千円） 

（事業間流用による経費の変更）（令和 3年 1月 12日） 

令和２年度事業費の確保のため、D-5-2災害公営住宅家賃低廉化事業（6年目～）より、746千円（国費：R2予算 652千

円）を流用。これにより、流用後交付金対象事業費は 50,188千円（国費：43,910千円） 

当面の事業概要 

＜平成 27年度＞ 事業費： 6,012千円〔近傍同種家賃と入居者の収入に応じた低廉な家賃との差額〕 

＜平成 28年度＞ 事業費：11,044千円〔近傍同種家賃と入居者の収入に応じた低廉な家賃との差額〕 



 

＜平成 29年度＞ 事業費： 9,042千円〔近傍同種家賃と入居者の収入に応じた低廉な家賃との差額〕 

＜平成 30年度＞ 事業費：11,716千円〔近傍同種家賃と入居者の収入に応じた低廉な家賃との差額〕 

＜平成 31年度＞ 事業費：11,383千円〔近傍同種家賃と入居者の収入に応じた低廉な家賃との差額〕 

＜令和２年度＞  事業費：  991千円〔近傍同種家賃と入居者の収入に応じた低廉な家賃との差額〕 

東日本大震災の被害との関係 

 東日本大震災により、葉ノ木平地区付近の山地斜面で発生した大規模な地すべり（長さ：約 120ｍ、幅：

約 130ｍ、土量：約 75,000㎥）は、死者 13名、家屋全壊 10棟 13戸の甚大な被害をもたらした。これは、

津波被害を除き県内最大の人的被害である。 

 また、市内の住宅被害は、滅失されたと解される全壊住宅 238棟、半壊住宅 1,769棟におよび、応急仮設

住宅など一時提供住宅には 680世帯 1,700名となっている。この内、葉ノ木平地区においては、建物 110棟

の内約 36％に当たる 40棟が半壊以上の被害が生じたことから住宅建設の要請もある。 

 この様なことから、この地域に災害公営住宅を整備するとともに、低廉な家賃での入居を可能とすること

で被災者の生活再建を支援する。 

関連する災害復旧事業の概要 

○公共土木施設災害（白河市：道路） 

南町小田川２号線 Ｌ＝349ｍ、Ｃ＝9,711千円、表層工Ａ＝1,059㎡ 外 

○都市災害復旧事業（白河市）Ｌ＝300ｍ、Ｃ＝60,690千円、排土：Ｖ＝43,100㎥ 外 

○災害関連緊急地すべり対策事業（福島県）Ｌ＝300ｍ、Ｃ＝252,480千円、排土工：Ｖ＝31,800㎥ 外 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 


